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会 議 録 

会議名称 令和７年度 第１回長野市伝統的建造物群保存地区保存審議会 

開催日時 令和７年８月 29 日（金） 午前 10 時から 午後４時まで 

開催場所 長野市戸隠支所 ２階 大会議室 

出 席 者 

指導）長野県県民文化部文化振興課 石丸文化財専門員 

委員）後藤委員（工学院大学教授）、土本委員（信州大学教授）、宮下委員（元

長野県立歴史館総合情報課長）、塚田委員（地元代表）、村上委員（地元代表）、

秋本委員（環境省 信越自然環境事務所 戸隠自然保護官）、前田委員（長野

県長野建設事務所計画調査課長） 

事務局）観光文化部 石坂部長 

    観光文化部文化財課 高田課長、大林課長補佐、細井課長補佐、 

小林主査、小野田主事、阿部主事 

    都市整備部まちづくり課 矢野課長補佐、宮澤主査、荒井主査 

関係課）地域・市民生活部戸隠支所 松澤係長 

議  題 

（１）令和７・８年度保存事業について［非公開］ 

（２）保存活用計画の変更について［非公開］ 

（３）防災対策事業について 

（４）街なみ環境整備事業について 

（５）その他 

議事内容 

及び 

決定事項 

（１）令和７・８年度保存事業について［非公開］ 

長野市情報公開条例第 7 条第２項に該当する個人情報に関する審議 

内容であるため非公開 

 

（２）保存活用計画の変更について 

保存計画の別表４「修理・修景・許可基準」、別表１「伝統的建造物 

（建築物）」、別表２「伝統的建造物（工作物）」の内容変更を次回審議

会で予定している旨報告 

 

（３）防災対策事業について 

委員：新しく配備された物を使って訓練をするということが、まず一つ大事

なこと。もう一つは、新しい住民、世代交代したところや、これまで消防

に関わっていなかった人にしっかり入ってもらうことが重要である。 

 

（４）街なみ環境整備事業について 

委員：この道が美装化された道であると示す看板を設置してはどうか。 

委員：未来に向けて道の旧名や家の屋号など、名称がすり替わるようなこと

のないように、資料の作成方留意いただきたい。 

委員：看板も大事だが、美装化道路は見た目でスピードを出してはいけない

と思うようなデザインになるように検討いただきたい。 

事務局：景観の阻害要因にならない看板の整備方法を研究したい。通りの名
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称等についてどんな表現をしていくか、周知の仕方、道の楽しみ方を含め

て地域の方にご相談しながら整備を進めていきたい。 

委員：戸隠の伝建地区全体の広報活動にも関わってくる。その全体構想の中

で、どういう表示をしていくのか検討すべき。 

 

（５）その他 

委員：説明板について、地図でビューポイントを表示してはどうか。ガイド

の際にも使える。文化財の看板は難しい内容のものが多いため、一般の人

が読んで分からないことのないようにすべき。英語表記はないのか。ＱＲ

コードを添付するなどして工夫されるとよい。 

委員：他市では地区の観光協会などが協力して、英語表記が徹底されている

らしい。これから作るものに関しては考慮していただきたい。 

事務局：英語表記に関しては、今年度から来年度にかけて観光振興課の方で

観光庁の補助金等の活用を検討している。地域とも相談して、文化財を含

めた看板等をどういった形で整備することができるのか、調整をする。 

 

委員：昨年までは路線バスが走っており、混雑状況によっては増便もでてい

たが、今年は相当減便になっている。観光路線が出来ているが予約制。9

月いっぱいで県道の路線も廃止になってしまうため、今後、公共交通の部

分で、戸隠が停滞してしまうのではないかという恐れを感じている。 

会長：本審議会の話を超えてしまうが、ローカル交通の在り方は、今までと

は全く違う展開がありうる。流行りの自動運転やスマートモビリティなど

に対する自治体の考え方や取り組みによって、全国各地で大きな差が出て

いると感じている。交通と観光は結びつきが強いため、長期課題として共

通認識にしていくべき。 

会議資料 

資料１ R7・8 年度保存事業の概要［非公開］ 

資料２ 保存計画の変更について［非公開］ 

資料３ 防災対策事業について 

資料４ 街なみ環境整備事業について 

資料５ 保存地区案内板整備について 

資料６ 戸隠伝建地区修景モデル作成業務委託報告書［非公開］ 

事務局 

（担当課） 

観光文化部文化財課（担当：阿部） 

電話 026－224－7013（直通）／FAX 026－224－5104 

注１）会議録には出席者や発言者名を記載することとするが、氏名を省略するなど記載方法を

審議会等で決定した場合は、その決定に従うこととする。 

 

 


